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第１ 調査趣旨 

  コンビニエンスストア本部と加盟店との取引等については，２４時間営業をは

じめとして，これまでの本部と加盟店との在り方を見直すような動きが生じてお

り，また，前回の調査（平成２３年）からも一定の期間が経過していることから，

取引の実態を把握すべく，我が国に所在する大手コンビニエンスストアチェーン

の全ての加盟店（５７，５２４店（令和２年１月時点））を対象とした初めての大

規模実態調査を行うこととしたものである。 

第２ 調査方法 

   調査は令和元年１０月から令和２年８月にかけて，次の方法等により実施。 

 １ 書面調査 

   大手コンビニエンスストアチェーンに加盟する全国５７，５２４店にＷｅｂア

ンケートへの回答を依頼し，１２，０９３店から回答を得た（回答率２１．０％）。 

 ２ 聞取り調査 

大手コンビニエンスストア８社，オーナー，コンビニエンスストア以外のフラ

ンチャイズ本部等及び業界団体に対する聞取り調査を実施。 

第３ 調査結果 

  報告書本体及び概要参照。 

問い合わせ先   公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課 

          電話 ０３－３５８１－１８８２（直通） 

ホームページ   https://www.jftc.go.jp/ 


